
令和元年度第 19 回原子力規制委員会 資料４ 
 

 

 

放射線安全規制研究戦略的推進事業の進捗状況について 

 

  令和元年７月２４日 

原 子 力 規 制 庁 
 

１． 経緯 

◯放射線防護分野の安全研究として、平成29年度から「放射線安全規制研究戦略的推

進事業」を実施している。本事業は、「放射線安全規制研究推進事業」及び「放射

線防護研究ネットワーク形成推進事業」で構成されている。 

◯今般、外部有識者による研究評価委員会（別紙１）により、平成29年度に採択し、

平成30年度末に事業が終了した課題についての事後評価を実施したところ。 

 （今回、本事業において事後評価を初めて実施） 
  

２． 進捗状況 

（１）令和元年度事後評価の対象課題 

○平成 29 年度に採択し、平成 30 年度末に事業が終了した７課題（参考資料１－１

～１－２）を対象とした。 

 課題名 研究代表者名 
（研究機関） 

１ 短寿命α線核種の合理的規制のためのデータ取得による安全性検証
と安全管理・教育方法の開発 

篠原 厚 
（大阪大学） 

２ 短寿命α核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方
に関する研究 

細野 眞 
（近畿大学） 

３ 加速器施設の廃止措置に係わる放射化物の測定、評価手法の確立 松村 宏 
（高エネルギー加速器研究機構） 

４ 原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の等価線量モニタリング、適
切な管理・防護はどうあるべきか？～水晶体被ばくの実態から探る 

横山 須美 
（藤田医科大学） 

５ 水晶体の等価線量限度の国内規制取入れ・運用のための研究 
 

千田 浩一 
（東北大学） 

６ 眼の水晶体等価線量評価に用いる線量計の試験校正手法の開発 加藤 昌弘 
（産業技術総合研究所） 

７ 「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討：原子
力施設等と医療施設の比較 

草間 朋子 
（東京保健医療大学） 

 

（２） 対象課題の事後評価 

◯事後評価の対象となる７課題について、研究評価委員会において、「採択課題の

評価について」（参考資料２）に基づき、①研究目標の達成度、②事業における

研究成果・特許、③放射線規制及び放射線防護分野への貢献度、④研究コスト及

び費用対効果の評価項目について、ABCDによる評価を実施し（参考資料３）、総

合評価を決定した（別紙２）。 

Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 

１件 ５件 １件 （該当無し） 

＊評価基準： A: 非常に有用な成果が得られた、B: 有用な成果が得られた、 

C: 限定的ではあるが、有用な成果が得られた、D: 有用な成果が得られなかった 

 

 

参考資料４ 



３． 今後の対応 

◯事後評価結果を踏まえた対応は以下のとおりとする。 

・今年度採択した課題のうち関連した課題（参考資料４）については、評価コメ

ントを反映して適切な進捗管理を行い、成果につなげる。 

・来年度の公募等において評価コメントを周知し、本事業の目的に合致した研究

提案を促す。 

・本事業のPO、PO補佐は評価コメントを参考にして、丁寧な指導及び進捗管理を

行い、着実な成果につなげる。 

 
 

４． 今後の予定 

・令和２年 

２月中旬目途  ：令和元年度の成果報告会・中間評価 

 

 

 

別紙及び参考資料 

 ・別紙１     研究評価委員会 構成員 

・別紙２     令和元年度事後評価 総合評価 一覧 

・参考資料１－１ 採択課題の概要について 

・参考資料１－２ 令和元年度事後評価 対象課題 研究成果概要 

・参考資料２   採択課題の評価について 

・参考資料３   令和元年度事後評価 対象課題 評価取りまとめ票 

・参考資料４   平成31年度に新規に採択した課題 一覧 
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別紙１ 

 

研究評価委員会 構成員 （平成31年２月15日時点） 

 

 

外部有識者（五十音順） 

占部 逸正    学校法人福山大学 工学部情報工学科 教授 

 小田 啓二    国立大学法人神戸大学 副学長 

 二ツ川 章二   公益社団法人日本アイソトープ協会常務理事 

吉田 浩子    国立大学法人東北大学大学院 薬学研究科 

ラジオアイソトープ研究教育センター 准教授 
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別紙２ 

令和元年度事後評価 総合評価 一覧 

 

 課題名 期間 研究代表者 所属 研究費（千円） 
総合

評価 
研究評価委員会 総合コメント 

１ 

短寿命α核種の合理的規制のため

のデータ取得による安全性検証と

安全管理・教育方法の開発 

平成 29 年

～30 年 
篠原 厚 大阪大学 

27,834 
１年目：16,870 

２年目：10,964 
A 

目的とした成果が得られており、放射線規

制への貢献度は非常に高い。得られた成

果を踏まえ、今後は対象核種を広げるな

ど安全管理ガイドラインの策定につなげて

ほしい。 

２ 

短寿命α核種等の RI 利用における

合理的な放射線安全管理のあり方

に関する研究 

平成 29 年

～30 年 
細野 眞 近畿大学 

7,132 
１年目：2,954 

２年目：4,178 
C 

得られた成果は限定的で、放射線規制及

び放射線防護分野への貢献度が十分で

はない。また、海外調査と成果との関連が

不明確である。海外調査においては、そ

の目的を明確にすることが望まれる。 

３ 
加速器施設の廃止措置に係わる放

射化物の測定、評価手法の確立 

平成 29 年

～30 年 
松村 宏 

高エネルギ

ー加速器研

究機構 

58,830 
１年目：28,696 

２年目：30,134 
B 

費用対効果に改善の余地はあるものの、

放射線規制への貢献度は高い。得られた

成果を活用し、加速器施設の廃止措置に

関わる放射化物の測定・評価手法の標準

化を早期に進めることを期待する。 

また、このような調査研究に若手研究者

を参加させることにより、今後の若手の人

材育成に資することを期待する。 
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４ 

原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の

等価線量モニタリング、適切な管理・防護は

どうあるべきか？～水晶体被ばくの実態から

探る～ 

平成 29 年

～30 年 
横山 須美 

藤田医科 

大学  

28,028 
１年目：22,314 

２年目：5,714 
B 

医療施設における教育プログラムの開発

については成果が不十分であるが、原子

力従事者に関する成果はよくまとめられ

ており、全体としては重要な成果が得られ

ている。報告書の一部の誤記等について

は、正誤表の作成等の対応が必要と考え

られる。今後、報告書の作成に当たって

は、内容の充実とともに、体裁等について

も丁寧に確認されるべきである。 

５ 
水晶体の等価線量限度の国内規

制取入れ・運用のための研究 

平成 29 年

～30 年 
千田 浩一 東北大学 

16,426 
１年目：6,547 

２年目：9,879 
B 

放射線防護分野への貢献度は高く、現在

検討が進められている医療分野のガイド

ラインへの反映が望まれる。 

６ 
眼の水晶体等価線量評価に用いる

線量計の試験校正手法の開発 

平成 29 年

～30 年 
加藤 昌弘 

産業技術総

合研究所 

14,728 

１年目：8,452 

２年目：6,186 
B 

β線の標準場の確立という点で放射線防

護分野への貢献度は高い。 

７ 

「放射線業務従事者」としての「指

定」の在り方に関する検討：原子力

施設等と医療施設の比較 

平成 29 年

～30 年 
草間 朋子 

東京医療保

健大学 

4,003 
１年目：2,014 

２年目：1,989 
B 

実態調査は評価できる。関連団体等との

合意形成が今後の課題としてあるが、成

果としてまとめられたガイドライン案が将

来的に放射線防護に反映されることを期

待する。 

＊評価基準： A: 非常に有用な成果が得られた、B: 有用な成果が得られた、C: 限定的ではあるが有用な成果が得られた、 

D: 有用な成果が得られなかった 
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平成 29 年度第 25 回原子力規制委員会 

資料４より一部抜粋 

採択課題の概要について 

 

１． 

＜事業名＞ 

短寿命α線核種の合理的規制のためのデータ取得による安全性の検証と安全管理・教育方

法の開発 

 

＜機関名＞ 

大阪大学 

 

＜事業のポイント＞ 

 211At, 223Ra および 225Ac と壊変核種について、精製・標識実験、細胞実験、動物実験にお

ける空気中への飛散量、表面汚染、排気、排水中への混入量のデータを取得する。 

 

 病院内における 223Ra を用いた作業の実態調査と空気中濃度・表面汚染・排気、排水中濃

度データ取得する。 

 

 短寿命α線核種の放射線管理、安全取扱教育法を開発する。 

 

＜事業代表者名＞ 

篠原 厚 （大阪大学大学院理学研究科化学専攻放射化学研究室 教授） 

 

＜共同実施者＞ 

畑澤 順  （大阪大学大学院医学系研究科核医学講座 教授） 

山村 朝雄 （東北大学金属材料研究所アルファ放射体実験室 准教授） 

吉村 崇  （大阪大学ラジオアイソトープ総合センター 教授） 

  

参考資料１－１ 
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２． 

＜事業名＞ 

短寿命α核種等の RI利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研究 
 
＜機関名＞ 

近畿大学 
 
＜事業のポイント＞ 

 本研究は、短寿命α核種を用いた内用療法を含む放射線医療のさらなる発展を目指した研

究開発が合理的な安全管理の下に促進されるために、国内外の短寿命α核種の使用及び管

理と規制の実態を調査検討する。 

 

 本研究の主任研究者は、厚生労働科学研究費補助金研究等で長年にわたり高度な放射線医

療に対応した放射線防護を推進するための研究を進め、その成果の一部が医療法等の関係

法令に取り入れられている。 

 

 短寿命α核種を用いた放射線治療に関する基礎研究及び臨床研究が進められつつある現

在、放射線障害防止法及び関係法令における規制を国際動向とも整合した科学的合理的な

ものとすることが求められる。 

 

 本研究では、医療用として期待される 211At、225Ac などの短寿命α核種の使用及び管理と

規制に関して、実際に核種を扱って研究開発に取り組んでいる国内外の施設と意見交換や

訪問調査を実施し、また国際機関等で情報を収集して、科学的見地や国際動向から課題と

対応策を整理する。 

 

 本研究で得た成果は学会発表、論文により国内外に発信し広く成果を共有し、より合理的

な管理と規制の提言を通じて、短寿命α核種の研究開発の推進に繋げる。 

 

＜事業代表者名＞ 

細野 眞  （近畿大学医学部放射線医学教室高度先端総合医療センター兼原子力研究所 

教授） 

 

＜共同実施者＞ 

 なし 

 

採択条件：提案された課題のうち、国内外の実態調査のみを採択する。調査の具体的内容および予算計画について事

務局と調整すること。  
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３． 

＜事業名＞ 

加速器施設の廃止措置に係わる放射化物の測定、評価手法の確立 

 

＜機関名＞ 

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

 

＜事業のポイント＞ 

 本研究では，放射線発生装置施設の廃止措置を実施するための以下の３つの課題の検討を

行い，放射線規制を進める上でのガイドライン作成などに資する成果を得ることを目的と

する。 

 

①規制対象施設・規制対象範囲の明確化 

ここでは，規制対象施設の明確化，規制対象範囲の明確化のために，静電加速器，放射

光施設，粒子線治療施設において，放射化・非放射化の領域の区分可能性について，調

査・検討を行う。 

 

②非汚染・非放射化の評価手順の検討 

ここでは，クリアランスレベルを参考にしつつ，非汚染・非放射化を評価するための測

定や評価手順を明らかにする。 

 

③廃止マニュアルの作成 

ここでは，廃止措置の計画から報告書の作成までの一連の進め方について，法的な手続

き，安全管理体制構築，測定評価手法，廃棄物の管理等を項目毎に明らかにする。 

 

＜事業代表者名＞ 

松村 宏  （大学共同利用開発法人高エネルギー加速器研究機構共通基盤研究施設放射線

科学センター 准教授） 

 

＜共同実施者＞ 

 なし 
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４． 

＜事業名＞ 

原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の等価線量モニタリング、適切な管理・防護はどう

あるべきか？～水晶体被ばくの実態から探る～ 

 

＜機関名＞ 

藤田保健衛生大学 

＜事業のポイント＞ 

 以下の研究を踏まえ、水晶体モニタリング法、管理・防護策を提案する。 

 福島第一原子力発電所等において、従事者の水晶体の等価線量が高くなるもしくは不均等

被ばくの可能性のある作業を抽出し、従事者の水晶体の等価線量を測定することによって、

実態を調査する。 

 原子力研究施設のホットセル内作業、グローブボックス作業等における水晶体被ばくを調

査するとともに、ファントムを用いた水晶体の等価線量測定に関する実験研究を実施する。 

 血管系及び非血管系透視下治療、核医学治療等を実施している医療施設において、医療ス

タッフの水晶体の等価線量の実態を調査するとともに、医療スタッフの被ばく低減のため

の効果的な教育プログラムを開発する。 

 アンケートによる放射線診療従事者の不均等被ばく管理の実態調査、非透視検査での水晶

体の等価線量の測定・評価及び防護眼鏡の遮蔽効果の評価を行う。 

＜事業代表者名＞ 

横山 須美 （藤田保健衛生大学医療科学部放射線学科放射線安全管理学教室 准教授） 

＜共同実施者＞ 

辻村 憲雄 （国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所放射

線管理部線量計測課 主任研究員） 

大野 和子 （京都医療科学大学医療科学部放射線技術学科 教授） 

藤淵 俊王 （九州大学大学院医学研究院保健学部門医用量子線科学分野 准教授） 
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５． 

＜事業名＞ 

 水晶体の等価線量限度の国内規制取入れ・運用のための研究 

 

＜機関名＞ 

 東北大学 

 

＜事業のポイント＞ 

 新しい水晶体等価線量限度の国内規制取入れ･運用のため､医療従事者の水晶体近傍位置

における等価線量(3mm 線量当量)を実際に測定評価することで､日本の水晶体被ばく実態

を明らかにするとともに､従来の評価方法と比較する｡加えて具体的運用方法を検討する

ため種々の基礎ﾃﾞｰﾀを取集する｡ 
 

 水晶体被ばくは医療分野において特に重要なところであり､最優先して医療機関従事者の

水晶体線量の実情を明らかにする必要がある｡我々は心臓 IVR 医師と看護師の水晶体線量

の初期評価を行った(Sci Rep. 2017 Apr 3;7(1):569)｡この実績と経験をもとに研究内容等

を大きく発展拡充し課題を遂行する｡ 
 

 測定対象を拡大し､実態を明らかにする｡医師､看護師に加えて､放射線技師と臨床工学士

も評価｡各種の IVR や IVR 以外の透視使用手技(ERCP､手術室での手技等)､さらに一般撮影

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙや核医学検査､密封小線源治療等も測定｡ 
 

 評価検討項目を拡大し､妥当な運用方法を検討する｡左眼に加えて､右眼と中間部､頚部位

置も同様に測定｡3mm 線量当量と 70μm 及び 1cm 線量当量の比較｡Pb 防護ﾒｶﾞﾈの内外で測

定｡さらに必要に応じてﾘｱﾙﾀｲﾑ線量計を用いて時系列分析し適切な水晶体被ばく防護対策

を検討｡ 
 

 文献考察等も踏まえ関連学会にて討議し､新しい水晶体等価線量限度の国内規制取入れに

際し､標準化手法の確立や運用法について具体的に提言する｡(例) 各手技及び職種毎に最

適な線量ﾓﾆﾀ方法､水晶体線量計装着位置､従来の個人ﾓﾆﾀ線量計で評価可能か､防護ﾒｶﾞﾈ使

用時の評価､線量ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる推定｡ 
 

＜事業代表者名＞ 

千田 浩一 （東北大学災害科学国際研究所・医学系研究科放射線検査学分野兼任 教授） 

 

＜共同実施者＞  

 なし  
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６． 

＜事業名＞ 

眼の水晶体等価線量評価に用いる線量計の試験校正手法の開発 

 

＜機関名＞ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

 

＜事業のポイント＞ 

 信頼性の高い水晶体等価線量の管理に必要な、国内における線量計の試験・校正システム

の確立を目指す。そのためにβ線標準場のエネルギー拡大、X線場とβ線場の 3mm線量当

量の導出、水晶体等価線量評価に用いる線量計の試験・校正の実証実験を行う。 

 

 β線の 3mm線量当量の評価に利用できるβ線標準場は現状で 1種類しかない。線量計のエ

ネルギー特性の調査を可能にするために、β線源とアクリルフィルタを組み合わせる手法

により、試験校正に利用できるβ線標準場のエネルギーの種類を増やす。 

 

 産総研が試験・校正のために維持・管理している X線場とβ線場の 3mm 線量当量をモンテ

カルロシミュレーションにより導出する。 

 

 線量測定サービス業者・線量計メーカー等と連携して、眼の水晶体の等価線量に用いるこ

とが想定される線量計を選定し、開発した X線場とβ線場において試験・校正の実証実験

を行う。 

 

 

＜事業代表者名＞ 

加藤 昌弘 （国立研究開発法人産業技術総合研究所分析計測標準研究部門 放射線標準研

究グループ 主任研究員） 

 

＜共同実施者＞ 

 なし 
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７． 

＜事業名＞ 

「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討：原子力施設等と医療施設

の比較」 
 
＜機関名＞ 

東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 看護学科 

 

＜事業のポイント＞ 

 目的：「放射線業務従事者」は、法的に「管理区域に立ち入る者」とされている。しかし、

個々の医療施設で放射線業務従事者を指定するための基準が異なっており、放射線防護・

安全の視点から、作業者の安全やひいては放射線管理に対する作業者等からの信頼を失い

かねない状況にある。そこで、本事業では、放射線事業所、特に医療機関の間の「放射線

業務従事者」としての指定の基準の標準化を図り、医療従事者が事業所を移動した場合で

も、統一的な放射線安全・管理が実施できるようにすることを目的とする。 

 

 方法：医療施設の放射線管理の実態を質問紙調査により把握し、さらに標準化された放射

線管理が徹底している原子力施設の実態をインタビュー調査により把握し、それらの結果

を踏まえて、実現可能な「指定」基準を作成し、提言する。 

 

 期待される成果：放射線作業者としての指定基準の標準化について、実施可能性を含めて

検討・提案し、普及を図ることによって、放射線施設、特に医療施設間での基準の相違が

なくなり、放射線作業者の安全及び放射線に対する国民の安心に繋がる。 

 

＜事業代表者名＞ 

草間 朋子 （東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科 副学長、研究科長） 

 

＜共同実施者＞ 

 なし 

 
採択条件：課題名を『「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討：原子力施設等と医療施設の比較』と

し、放射線業務従事者の指定に関し厳格な運用を行っている原子力施設等（原子炉等規制法及び放射線障

害防止法の規制を受ける施設）との比較に基づいて、医療施設における放射線業務従事者の指定の在り方

について考察すること。 
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令和元年度第１回研究評価委員会 

資料３－１ 

 

令和元年度事後評価 対象課題 研究成果概要 

 

 

 

◯目次 

1. 短寿命α線核種の合理的規制のためのデータ取得による安全性検証と安全管理・教育

方法の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 

2. 短寿命α核種等の RI 利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研

究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14 

3. 加速器施設の廃止措置に係わる放射化物の測定、評価手法の確立・・・・・・・・・P.26 

4. 原子力・医療従事者等の標準的な水晶体の等価線量モニタリング、適切な管理・防護は

どうあるべきか？～水晶体被ばくの実態から探る～・・・・・・・・・・・・・・P.37 

5. 水晶体の等価線量限度の国内規制取入れ・運用のための研究・・・・・・・・・・・P.54 

6. 眼の水晶体等価線量評価に用いる線量計の試験校正手法の開発・・・・・・・・・・P.73 

7. 「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討：原子力施設等と医療施

設の比較」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.81 
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令和元年度第１回研究評価委員会 

資料１－２ 

採択課題の評価について 

令和元年６月２６日  

研 究 評 価 委 員 会 

（１）評価の概要 

放射線安全規制研究推進事業に採択された研究課題及び放射線防護研究ネットワーク形

成推進事業に採択されたネットワーク事業（以下「採択課題」という。）については、年

次評価、中間評価及び事後評価を受けるものとする。 

年次評価及び中間評価は、毎年度実施する自己評価及び成果報告会における研究代表者

からの報告内容を踏まえて、研究評価委員会が評価を行う。事後評価は、事業の終了後に

実績報告書を踏まえて、研究評価委員会が評価を行う。 

 

（２）評価の位置付け 

年次評価、中間評価及び事後評価の位置付けは以下のとおりとする。 

・ 年次評価：毎年度、採択課題について実施するもの。 

事業の進捗管理のために研究の実施状況について、自己評価を踏まえて評価

委員会が評価し、次年度以降の研究計画について提言する。 

・ 中間評価：研究期間が４年間以上の実施課題に対して、３年目に年次評価に替えて実施 

するもの。 

研究の実施状況及び成果について自己評価を踏まえて長期的な視点から評

価委員会が評価し、次年度以降の研究計画について提言する。 

・ 事後評価：調査・研究期間の終了後に実施するもの。 

委託事業として必要な成果が得られているか、実績報告書を踏まえて評価委

員会が評価する。 

 

（３）評価の手順 

 課題の研究代表者から事前に提出された評価票（自己評価）（別紙 1）及び成果報告会に

おける研究代表者の報告内容を踏まえ、研究評価委員会の定める評価基準（表 1及び表 2）

に基づき、各研究評価委員が評価を行い、評価票（委員による評価）（別紙 2～4）を作成す

る。 

研究評価委員会は各委員の評価票を踏まえて各事業の評価結果（総合評価及びコメント）

を取りまとめることとする。 

 
（４）評価の公開について 

・ 評価の透明性確保のため、評価基準については公開する。 

・ 研究評価委員会の議事概要及び資料等については原則、公開する。 

  

参考資料２ 
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表１ 放射線安全規制研究戦略的推進事業評価基準 
（年次評価及び中間評価） 

 
評価の視点 評価項目 評価基準 

評価時点までの研究の実施

が研究計画に沿って行われ

ているか 
 

1. 実施体制（人員の配分、参画機関の役

割分担、責任体制） 
2. 研究期間・方法 
3. 予算の執行 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

1. 評価時点までの目標達成度 
 
2. 評価時点までの研究成果（論文（投稿中

のものを含む）、特許（申請中のものを含

む）、学会発表等） 

A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

今年度の進捗や達成度を踏

まえて、次年度の研究計画

は適切か 

次年度以降の事業の研究計画の妥当性を以

下の点に関して評価する。 
1. 研究期間全体のロードマップについて 
2. 次年度の実施計画（目標、方法、実施

体制等） 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

過去３年の進捗を踏まえ

て、研究の目標が達成でき

る見込みか※ 

1. 研究期間内における目標の達成可能性 A: 達成可能 
B: 概ね達成可能 
C: 達成困難 
D: 達成不可能 

総合評価 上記の評価項目に関する評価結果を基に、

総合的に評価。 
A: 一層の推進を期待 
B: 現状通り実施 
C: 計画を修正して実施 
D: 中止すべき 

※中間評価時の視点（年次評価時は用いない） 
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表２ 放射線安全規制研究戦略的推進事業評価基準 
（事後評価） 

 
評価の視点 評価項目 評価基準 

評価時点までの研究の実施が

研究計画に沿って行われてい

るか 

1. 研究目標の達成度 
 

A: 目標を上回った 
B: 目標通り 
C: 目標の一部は達成 
D: 目標の達成は不十分 

研究成果の活用性及び有用性 1. 本事業における研究成果（論文（投稿

中のものを含む）、特許（申請中のもの

を含む）、学会発表等） 
 

A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

2. 放射線規制及び放射線防護分野への貢

献度 
A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

研究成果の費用対効果 1. 研究コスト及び費用対効果 A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

総合評価 上記の評価項目に関する評価結果を基に、

総合的に評価。 
A: 非常に有用な成果が得

られた 
B: 有用な成果が得られた 
C: 限定的ではあるが、有

用な成果が得られた 
D: 有用な成果が得られな

かった 
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放射線安全規制研究戦略的推進事業評価票 

（自己評価） 
 

（◯◯年度） 研究代表者名           

研究課題名  
研究

年度 
〇〇～ 
〇〇年度 

 
 

Ⅰ 研究の実施状況及び目標の達成度等に関する研究者による自己評価 
1. 研究代表者による自己評価 

放射線安全規制研究戦略的推進事業評価基準を踏まえて記載すること。 

評価の視点 自己評価 コメント 

評価時点までの

研究の実施が研

究計画に沿って

行われているか 

１．計画を上回る 
２．概ね計画どおり 
３．計画を達成できない 
４．計画を達成できないが

代替手段によって今年

度の目標を達成した 

 

今年度の進捗や

達成度を踏まえ

て、次年度の研

究計画に変更が

必要か※1  

１．必要ない 
２．軽微な変更が必要※２ 
３．大幅な変更が必要※２ 
 

 

エフォート：  ％ 

※１：年次及び中間評価時の視点（事後評価時は用いない） 

※２：研究計画に変更が必要な場合は、変更点と変更が必要な理由についてコメント欄に記入すること 

 

2. 分担研究者による自己評価 
 （以下、上記と同様に適宜追加して記載）  

 

 

Ⅱ 評価時までの研究成果（成果発表、特許、データベース構築及びソフトウェア開発など） 

 

 

 

 

 

Ⅲ 研究費使用実績（今年度中見込みを含む） 

当該年度における予算の執行状況について記載すること。 

別紙１ 
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年度当初から大幅な変更があった場合は変更点と変更理由についても記入すること。 

間接経費の使用実績※についても可能な限り記入すること、記入出来ない場合はその理由を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※間接経費の使用については「放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業費）研究計画書

作成要領」において、「放射線防護に係る研究開発環境の改善に使用されることが望ましい。」とし

ている。      

  

- 119 -



令和元年度第１回研究評価委員会 

資料１－３ 

 

 
放射線安全規制研究戦略的推進事業評価票 

（委員による評価）【年次評価用】 
（〇〇年度）                           評価委員名            
 整理番号： 

研究課題名  

研究期間  年間研究費  継続  最終年度 

評価の視点 評価項目 評価基準 

評価時点までの研究の

実施が研究計画に沿っ

て行われているか 
 

1. 実施体制（人員の配分、参画機関の役割分担、

責任体制） 
2. 研究期間・方法 
3. 予算の執行 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

1. 評価時点までの目標達成度 
 
2. 評価時点までの研究成果（論文（投稿中のものを

含む）、特許（申請中のものを含む）、学会発表等） 

A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

今年度の進捗や達成度

を踏まえて、次年度の

研究計画は適切か 

次年度以降の事業の研究計画の妥当性を以下の点

に関して評価する。 
1. 研究期間全体のロードマップについて 
2. 次年度の実施計画（目標、方法、実施体制等） 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

総合評価 

上記の評価項目に関する評価結果を基に、総合的に

評価。 
A: 一層の推進を期待 
B: 現状通り実施 
C: 計画を修正して実施 
D: 中止すべき 

（コメント欄） 
 
 
 

 

（注）・評価基準欄は、別表1に従ってAからDのうちいずれかを〇で囲む。 

   ・コメント欄は、評価項目毎に課題の優れている点、問題点等について具体的に記入する。特に総合

評価が「C」評価の場合は、見直すべき部分を記入する。  

別紙２ 
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放射線安全規制研究戦略的推進事業評価票 
（委員による評価）【中間評価用】 

（〇〇年度）                           評価委員名          
整理番号： 

研究課題名  

研究期間  研究費総額（中間評価時点）  

評価の視点 評価項目 評価基準 

評価時点までの研究の

実施が研究計画に沿っ

て行われているか 
 

1. 実施体制（人員の配分、参画機関の役割分担、

責任体制） 
2. 研究期間・方法 
3. 予算の執行 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

1. 評価時点までの目標達成度 
 
2. 評価時点までの研究成果（論文（投稿中のものを

含む）、特許（申請中のものを含む）、学会発表等） 

A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

今年度の進捗や達成度

を踏まえて、次年度の

研究計画は適切か 

次年度以降の事業の研究計画の妥当性を以下の点

に関して評価する。 
1. 研究期間全体のロードマップについて 
2. 次年度の実施計画（目標、方法、実施体制等） 

A: 妥当 
B: 概ね妥当 
C: 見直しが必要 
D: 妥当でない 

過去３年の進捗を踏ま

えて、研究の目標が達

成できる見込みか 

1. 研究期間内における目標の達成可能性 A: 達成可能 
B: 概ね達成可能 
C: 達成困難 
D: 達成不可能 

総合評価 

上記の評価項目に関する評価結果を基に、総合的に

評価。 
A: 一層の推進を期待 
B: 現状通り実施 
C: 計画を修正して実施 
D: 中止すべき 

（コメント欄） 

（注）・評価基準欄は、別表1に従ってAからDのうちいずれかを〇で囲む。 

   ・コメント欄は、評価項目毎に課題の優れている点、問題点等について具体的に記入する。特に総合

評価が「C」評価の場合は、見直すべき部分を記入する。  

別紙３ 
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放射線安全規制研究戦略的推進事業評価票 
（委員による評価）【事後評価用】 

（〇〇年度）                           評価委員名           
整理番号： 

 研究課題名  

研究期間  研究費総額  

評価時点までの研究の

実施が研究計画に沿っ

て行われているか 

1. 研究目標の達成度 
 

A: 目標を上回った 
B: 目標通り 
C: 目標の一部は達成 
D: 目標の達成は不十分 

研究成果の活用性及び

有用性 
1. 本事業における研究成果（論文（投稿中のも

のを含む）、特許（申請中のものを含む）、学

会発表等） 
 

A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

2. 放射線規制及び放射線防護分野への貢献度 A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

研究成果の費用対効果 1. 研究コスト及び費用対効果  A: 高い 
B: やや高い 
C: やや低い 
D: 低い 

総合評価 

上記の評価項目に関する評価結果を基に、総合

的に評価。 
A: 非常に有用な成果が得ら

れた 
B: 有用な成果が得られた 
C: 限定的ではあるが、有用

な成果が得られた 
D: 有用な成果が得られな

かった 

（コメント欄） 
 

（注）・評価基準欄は、別表2に従ってAからDのうちいずれかを〇で囲む。 

   ・コメント欄は、評価項目毎に課題の優れている点、問題点等について具体的に記入する。 

別紙４ 
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令和元年度第１回研究評価委員会
資料３－３

整理
番号

課題名 評価
者

研究
目標
の達
成度

研究
成果

放射線
規制及
び放射
線防護
分野へ
の貢献

度

研究
コスト
及び
費用
対効
果

総合
評価 評価コメント

イ B B B B B

ロ B B A B B

ハ B A A A A

ニ B B A A A

イ B C C C C

ロ C C C C C

ハ B C C C C

ニ B B C B B

イ B B A C B

ロ B B B C B

ハ B B A B A

ニ C B B C B

　　　　　令和元年度事後評価 対象課題 評価取りまとめ票

１

短寿命α線核種の合理的
規制のためのデータ取得に
よる安全性検証と安全管
理・教育方法の開発

２

短寿命α核種等のRI利用
における合理的な放射線安
全管理のあり方に関する研
究

３
加速器施設の廃止措置に
係わる放射化物の測定、評
価手法の確立

・ガイドライン策定に向けた根拠データが得られたとともに、今後の具体的方向
性が提案されており、放射線規制への貢献度が高い。
・今後、各施設でのエビデンス取得のための手順を具体的に示していくことが必
要である。
・表題にある教育方法の開発の成果が明確ではない。具体的な教育方法を明
示する必要がある。
・放射線管理の不合理な部分を改善するために必要な情報を含み、現場への
適用に際してはエビデンスを求めるなど信頼性を基礎とした安全管理の合理化
の可能性を示している。
・科学的根拠のない一律の飛散率を適用してきた規制のあり方を合理的に見直
す根拠を提示している点で大きな成果をあげている。
・様々なベクターに担持できる可能性のある211Atについて、標識物により著しく
挙動が異なることも報告書に記されており、評価結果でコメントしたとおりデータ
に影響を与える因子としてさらに検討が必要である。

・国内調査、海外調査と成果との関連が不明確である。
・国内で合理的な放射線安全管理を実施するために、海外事例をどのように参
考とするかを明確にすべきである。
・合理的な放射線管理を実現するうえで、この分野のRI利用の作業内容、排気・
排水、被ばく管理の方法、環境モニタリングなど防護の合理性を確保するため
の方法を調査結果として具体的に示す必要がある。
・国内・国外での情報収集により一定の成果をあげている。
・国外においては、放射性物質に対しての基本的な規制が日本とは異なるとこ
ろがある。短半減期α核種についての規制だけを見るのではなく、全体的な像
から見ていただくとより踏み込んだ検討ができるのではないか。これにより日本
の規制を合理化する際の課題がより深く考察できると思われる。

・規制対象施設に応じて、規制対象範囲を明確にするデータを取得しており、放
射線規制への貢献度は高い。
・確立した放射化物の測定、評価手法を実際の現場でどのように役立てられる
のか廃止マニュアルの整備を含め今後の取り組みが重要である。特に、各施設
において廃止時期の迫る小型サイクロトロンに対する測定評価手法の確立は急
務である。
・放射性廃棄物の減容の観点から、現時点でもマニュアル化の可能な重要な情
報を得ている。今後汚染の広がりを判別する手法の精度をさらに高め、効率的
な運用を可能とするものになることを期待する。
・この技術は、応用されれば多くの社会的利益を生む可能性があるが、研究の
費用としては効率を考慮する必要がある。
・建屋コンクリートに（一部を除き）放射化がないこと、施設廃止のマニュアルが
完成したことは射線規制上の成果として評価できる。
・陽子線治療加速器施設について更なるデータ収集を行うことが必要と書かれ
ている。標準化までに後どれだけのデータ収集が必要なのか、明確に示してい
ただきたい。

参考資料３
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令和元年度第１回研究評価委員会
資料３－３

整理
番号

課題名 評価
者

研究
目標
の達
成度

研究
成果

放射線
規制及
び放射
線防護
分野へ
の貢献

度

研究
コスト
及び
費用
対効
果

総合
評価 評価コメント

イ B C A B B

ロ B B B B B

ハ B C B B B

ニ B B A B B

イ B C B C B

ロ B B B B B

ハ B B A B B

ニ B B B B B

イ B D C C C

ロ B C B C B

ハ B C B B B

ニ B B A B A

４

原子力・医療従事者等の標
準的な水晶体の等価線量
モニタリング、適切な管理・
防護はどうあるべきか？～
水晶体被ばくの実態から探
る～

５
水晶体の等価線量限度の
国内規制取入れ・運用のた
めの研究

６
眼の水晶体等価線量評価
に用いる線量計の試験校
正手法の開発

・国内基準に取り入れるべき各現場において基礎データを取得することができ、
放射線規制への貢献度は高い。
・今後、測定を含め現場での具体的な対応方法を明確にしていく必要がある。
・水晶体の被ばく管理の必要性を検討するためのデータが適切に得られており
有用である。
・一部の医療系研究分担者の研究内容は研究に値せず、また報告書は不完全
で報告書として完成されていない。
・「適切な管理のあり方の検討・提案」は、放射線規制上きわめて有用である。
・医療分野では被ばく線量低減対策が放射線防護上きわめて重要であるが、例
えば「CT専用の遮蔽板を必ず利用すると、被ばく線量は90％程度低減できる。」
などはこれを支持する具体的な測定データも引用文献も見当たらない。IVRでの
遮蔽板利用には言及がなく、評価でコメントしたとおり、依然調査が不十分であ
る。

・医療現場に限定されているが、広範囲な調査が行われ、現状把握とともに問
題点も明確にしており、放射線防護分野への貢献度は高い。
・医療分野でのガイドライン策定に向けさらに研究を進めてほしい。
・放射線の医学利用の現状を踏まえた水晶体被ばくの実態が作業条件ごとに明
らかにされ、防護の具体的方法と問題点が明確にされており被ばく管理の改善
に役立つ。
・医療現場での調査結果を密に実施しており、その実態を踏まえた提言は説得
力がある。しかしながら、その内容は実態把握の必要性・防護具や線量計の高
性能化など今後に向けての課題に留まってる。「水晶体の等価線量限度の国内
規制取入れ・運用のため」の具体的な提言の記述をしていただきたい。

・眼の水晶体等価線量における3mm線量当量を測定するのベータ線線量場を
確立し、放射線防護分野への貢献は高い。
・この研究は、産総研の本来の業務に属ずることと思われる。放射線安全規制
研究事業にふさわしいテーマであるかを再度検討する必要がある。
・防護の実務に求められる実用量評価のための標準場を確立した意義は大き
い。また、今後3mm線量当量の測定評価が必要になった場合の線量計測結果
の信頼性を確保する意味から重要な技術開発である。
・β線標準場の確立は大きな成果である。
・β線3mm線量当量測定に関する国内の計量システム構築を目指していただき
たい。
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令和元年度第１回研究評価委員会
資料３－３

整理
番号

課題名 評価
者

研究
目標
の達
成度

研究
成果

放射線
規制及
び放射
線防護
分野へ
の貢献

度

研究
コスト
及び
費用
対効
果

総合
評価 評価コメント

イ B D B B B

ロ B C B C C

ハ B C B B B

ニ B C B B C

７

原子力・放射線施設におけ
る「放射線業務従事者」とし
ての「指定」の在り方に関す
る検討

・看護職の被ばく管理の方向性を示したことは評価できるが、看護職の業務を含
め医療機関における放射線業務の範囲を明確にすることが重要ではないか。
・従事者の登録制度が実施されているのは原子力分野だけであり、RI分野を含
めて登録制度が実施できていない問題点を明らかにする必要がある。
・医療現場での放射線利用は今後益々増大する可能性がある。仕事内容の多
様性から医療関係者を作業従事者として指定することが困難な側面もあるが、
仕事の内容から被ばくの可能性を判断し従事者として指定する制度的な保証が
必要である。現状分析に基づいて実現可能な制度の整備に必要な情報を得て
いる。
・本研究では、「放射線業務従事者」としての「指定」の在り方に関する検討を行
うとしているが、成果としては看護職者から見た、看護識者についてだけの区分
やガイドライン作成となっている。放射線診療(業務)従事者の指定やガイドライ
ン作成・実装にあたっては関連団体(日本医師会,日本看護協会,日本診療放射
線技師会等)の合意形成が必要であると書かれているとおり、合意形成はこれ
からの課題である。医療現場の実態に踏み込んだ成果は大きいものの、実装に
はまだ遠いような印象であり、今後の活動に期待したい。
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平成 31 年度第１回原子力規制委員会 

資料５より一部抜粋 

 
参考資料４ 

平成31年度に新規に採択した課題 一覧 

 

事業名 機関名 事業代表者名 共同実施者 事業期間 

発災直後の面的な放射線モニタリング

体制のための技術的研究 

京都大学 

複合原子力科学研究所 
谷垣 実 助教 なし ２年 

短寿命アルファ線放出核種の合理的安

全規制のためのガイドライン等の作成 

大阪大学 

放射線科学基盤機構 

附属ラジオアイソトープ総合

センター 

吉村 崇 教授 なし ２年 

加速器施設の廃止措置に関わる測定、

評価手法の確立 

大学共同利用機関法人 

高エネルギー加速器研究機構 
松村 宏 准教授 なし ２年 

円滑な規制運用のための水晶体の放射

線防護に係るガイドラインの作成 

学校法人藤田学園 

藤田医科大学 
横山 須美 准教授 

大野 和子 教授 

（京都医療科学大学） 
１年 
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